
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

厚生労働省の労働政策審議会は 12月 26日、厚生

労働大臣に建議した報告書「仕事と育児・介護の両

立支援対策の充実について」を公表しました。厚生

労働省ではこの建議の内容を踏まえて、次期通常国

会に育児・介護休業法改正案の提出を目指すとして

います。 

報告書では、仕事と育児・介護の両立支援対策の

見直しについて、法的整備も含めた所要の措置とし

て、以下の６つにおいて具体策や対応の方向を提示

しています。 

 

◆子の年齢に応じた両立支援に対するニーズへの対

応 

子が３歳になるまでのテレワーク利用を事業主の

努力義務としたほか、３歳以降小学校就学前まで

は、始業時刻等の変更、テレワーク等、短時間勤務

制度、保育施設の設置運営等、新たな休暇の付与な

ど柔軟な働き方を実現するための選択肢を２つ以上

導入することも義務付け、労働者がその中から１つ

を選んで使えるようにするとしています。また、３

歳になるまでと同様、３歳以降小学校就学前までの

子を育てる労働者に所定外労働の制限（残業免除）

を請求できることとしています。 

 

◆仕事と育児の両立支援制度の活用促進 

現在の常時雇用する労働者 1,000人超の事業主に義

務付けている男性の育児休業取得率の公表について

は、300人超の事業主に拡大。男性の育児休業の更な

る取得を促進します。 

 

◆次世代育成支援に向けた職場環境の整備 

2014年に 10年間延長された「次世代育成支援対策

推進法」を、2035年３月末まで再延長し、「くるみ

ん」などの認定基準を見直します。 

 

◆介護離職を防止するための仕事と介護の 

両立支援制度の周知の強化等 

介護離職防止のため、事業主に介護休業などの支

援制度に関する情報提供を義務付けます。支援制度

の利用円滑化に向けた研修、相談体制の整備、利用

事例の収集・提供、方針の周知などいずれかの雇用

環境の整備についても義務付けることを求めていま

す。 

 

◆個別のニーズに配慮した両立支援 

事業主に、妊娠・出産の申出時や子が３歳になる

までの適切な時期の面談等の際に、労働者の仕事と

育児の両立に係る個別の意向の聴取とその意向への

配慮を義務付けます。 

 

◆仕事と育児・介護との両立支援に当たって 

必要な環境整備 

労働者が両立支援制度の利用申出や利用をしたこ

とを理由として、当該労働者に対して不利益な取扱

いをしてはならないことや、プライバシーへの配慮

をすることなどを、指針で示すことを求めていま

す。  

【厚生労働省「労働政策審議会建議「仕事と育児・介護

の両立支援対策の充実について」を公表します」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_0001

1.html 
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◆雇用障害者数、実雇用率 

ともに過去最高を更新 

12 月 22 日、厚生労働省は令和５年の「障害者雇用

状況」集計結果を公表しました。障害者雇用促進法で

は、常時雇用する従業員の一定割合（法定雇用率）以

上の障害者を雇うことが義務付けられています。現在

の法定雇用率は民間企業においては 2.3％です（令和

６年１月時点）。 

同調査によれば、雇用障害者数は 64 万 2,178.0 人

（対前年差２万 8,220.0 人増、対前年比 4.6％増）、

実雇用率 2.33％（対前年比 0.08 ポイント上昇）で、

雇用障害者数、実雇用率いずれも過去最高を更新して

います。また、法定雇用率達成企業の割合は 50.1％（対

前年比 1.8ポイント上昇）となっています。 

 

◆精神障害者の雇用数が増加 

雇用されている障害者の数については、身体障害者

は 360,157.5 人（対前年比 0.7％増）、知的障害者は

151,722.5人（同 3.6％増）、精神障害者は 130,298.0

人（同 18.7％増）となっています。特に精神障害者の

伸び率が目立つ結果となっています。 

 

◆法定雇用率の引上げ 

今後、法定雇用率は、令和６年度からは 2.5％、令

和８年度からは 2.7％となり、段階的に引き上げられ

ます。 

同調査によれば、障害者を１人も雇用していない企

業（０人雇用企業）は 31,643社で、未達成企業に占め

る割合は 58.6％となっているそうです。障害者雇用は

未知の取組みであるという企業はまだ少なくありま

せん。多くの企業で雇用が義務付けられるようになる

中、企業としても、障害者雇用に関する各種相談・支

援機関の利用や障害者雇用に関する助成金等の活用

なども検討しながら、障害者雇用への取組みを進めて

いきたいところです。 

【厚生労働省「令和５年 障害者雇用状況の集計結果」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001180701.

pdf 

 

 

 
 

 厚生労働大臣は昨年 12月 22日に、労働政策審議会

に対して「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施

行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を

行いました。事業主が支払う労災保険料算出に用いる

労災保険率の改定などを主な内容とするものです。12

月 26 日、同審議会からいずれも妥当であるとの答申

があったことから、同省は令和６年４月１日の施行に

向け、速やかに省令の改正作業を進めるとしています。 

 

◆労災保険率とは？ 

労災保険率とは、労災保険料の計算に用いられる料

率のことです。労災保険率は業種によって異なり（全

部で 54の事業）、それぞれの業種の過去３年間の災害

発生状況などを考慮し、原則３年ごとに改定されてい

ます。建設事業などの危険な業種ほど高く、労災事故

が起こりにくい業種ほど低く設定されています。 

 

◆労災保険率を業種平均で 0.1/1000 引下げへ 

労災保険率の業種平均は現在 4.5/1000 ですが、業

種平均で 0.1/1000引き下げられる予定です（4.4/1000

へ）。 

・引下げ→「林業、定置網漁業又は海面魚類養殖業」

「採石業」「めつき業」「金属材料品製造業」など

の 17業種 

・引上げ→「パルプ又は紙製造業」「電気機械器具製

造業」「ビルメンテナンス業」の３業種 

・変化なし→34業種 

 

◆一人親方などの特別加入に係る第２種特別加入保

険料率を改定へ 

全 25区分中、５区分で引下げとなる予定です。 

・引下げ→「個人タクシー、個人貨物運送業者、原動

機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送

の事業」「建設業の一人親方」「医薬品の配置販売

業者」「金属等の加工、洋食器加工作業」「履物等

の加工の作業」の５区分 

・引上げ→なし 

 

◆請負による建設の事業に係る労務費率（請負金額に

対する賃金総額の割合）を改定へ 

「鉄道又は軌道新設事業」「その他の建設事業」の

労務費率を引き下げる予定です。 

 

 
 

障害者雇用状況と法定雇用率の引上げ 

～厚生労働省集計結果より 

４月より労災保険率の改定が予定され

ています！ 
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